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送信枚数   ４ 枚（この表紙含む）     

発信者：見附市役所 企画調整課 秘書広報室 髙橋（内線 315） 

 ☎（0258）62-1700 FAX（0258）63-1006                  

MITSUKE CITY 

見附市 

 

策定中の業務継続計画（案）に基づき、全職員を対象とした対応訓練を実施し、計画（案）

の見直しや実効性向上にいかします。 

 ●日 時 ２月 18日(水) 午前７時 30分～午前 10時（予定） 

 ●会 場 見附市役所および訓練対象所属施設       

 ●対 象 見附市全職員（消防本部・病院等の一部職員を除く） 

 ●被害想定 長岡平野西縁断層帯地震（震度６強）発生を想定。午前７時 30分に震度６

強の揺れを観測し、地震により市内全域で停電・断水・ガス漏れのほか、道路の隆起や

陥没、住宅の倒壊等の被害が生じていることを想定。 

●内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取材対応 災害対策本部運営訓練についての取材対応 可 

●策定中の業務継続計画（案） 別紙参照 

【本件の問合せ先】 
企画調整課危機管理室 担当:淺野 ☎（0258）62-1700（内線 311） 

見附のイメージキャラクター 

ミッケ 

大規模地震を想定した業務継続計画（案） 

に基づく市職員による訓練を実施します 

訓練名 実施時間 内容 

１ 初動訓練 

 

（１）安否確認訓練 
（２）参集訓練 

7:30～

8:30 

職員自身とその家族の安否状況、参集の可

否について LoGo フォーム等を活用して報

告。その後は、周辺状況を確認しながら、参

集。 

（３）停電対応訓練 8:30～ 

9:00 

停電時の自家発電機作動による給電を

想定し、無停電コンセントと HUBの確認を

実施。 
２ 災害対策本部訓練 

 
 

（１）設営訓練 8:30～ 

9:00 

職員参集後に市役所大会議室に災害対

策本部を設営する。 

（２）本部会議 9:00～

10:00 

本部会議会場：市役所５階委員会室 

全所属長以上が参集し、震度６強で想定さ

れる被害状況、今後の対応について確認 
第１回対策会議訓練 

 第２回対策会議訓練（実際は 13時開催を想

定しているが訓練上第１回会議直後に実施） 
 

※時間は、前後する場合があります。 



見
附
市
業
務
継
続
計
画
（震

災
対
策
編
）【
概
要
】（
案
）

出
典
：
「
地
震
発
災
時
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
業

務
継
続
の
手
引
き
と
そ
の
解
説
」

■
業
務
継
続
計
画
と
地
域
防
災
計
画
の
位
置
づ
け

①
見
附
市
地
域
防
災
計
画

災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
き

見
附
市
防
災
会
議
が
策
定
し
た
「
見
附
市
地
域
防
災
計
画
」
を
構
成

し
、
本
市
に
お
け
る
震
災
対
策
に
関
し
、
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
。

②
見
附
市
業
務
継
続
計
画
（
震
災
対
策
編
）

見
附
市
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
策
定
し
、
地
域
防
災
計
画
を
補
完
す
る
細
部
計
画
で
あ
り
、
大
規
模
災
害

時
に
非
常
時
優
先
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
計
画
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

■
業
務
継
続
計
画
の
目
的

①
市
民
の
生
命
を
最
優
先
で
守
り
、
災
害
に
よ
る
市
民
生
活
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る

②
大
規
模
災
害
時
、
本
市
が
優
先
し
て
実
施
す
る
業
務
や
資
源
の
確
保
等
に
つ
い
て
定
め
る

③
行
政
機
能
の
継
続
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
早
期
の
行
政
機
能
の
回
復
を
図
る

■
基
本
方
針

①
市
民
の
生
命
を
最
優
先
で
守
る
と
と
も
に
、
非
常
時
優
先
業
務
の
遂
行
に
全
力
を
尽
く
す
。

②
非
常
時
優
先
業
務
の
遂
行
に
向
け
、
『
発
災
後
に
や
る
べ
き
業
務
、
休
止
す
べ
き
業
務
』
の
認
識
を
持
つ
。

③
職
員
一
人
一
人
が
適
切
に
行
動
で
き
る
よ
う
災
害
対
応
能
力
の
強
化
に
努
め
る
。

④
非
常
時
優
先
業
務
実
施
の
た
め
に
必
要
な
資
源
の
確
保
及
び
環
境
整
備
に
全
庁
的
に
取
り
組
む
。

⑤
業
務
継
続
力
向
上
の
た
め
、
訓
練
等
に
よ
り
『
業
務
継
続
計
画
』
の
実
効
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
見

直
し
を
行
う
。

【
本
計
画
策
定
に
よ
る
主
な
効
果
】

①
継
続
す
る
業
務
、
休
止
す
る
業
務
の
明
確
化

②
非
常
時
優
先
業
務
へ
の
円
滑
・
迅
速
な
マ
ン
パ
ワ
ー
投
入

③
非
常
時
優
先
業
務
の
立
ち
上
げ
時
間
の
短
縮

④
発
災
直
後
の
業
務
レ
ベ
ル
向
上

⑤
他
の
自
然
災
害
へ
の
対
応
に
活
用
可
能

な
ど

■
業
務
継
続
体
制
（
基
礎
的
事
項
）

【
指
揮
監
督
権
限
及
び
職
務
代
行
】

①
業
務
継
続
体
制
下
に
お
い
て
は
、
市
長
が
災
害
対
策
本
部
長
と
な
り
、
災
害
対
策
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、

指
揮
監
督
を
行
う
。

②
災
害
対
策
本
部
長
に
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
災
害
対
策
副
本
部
長
で
あ
る
副
市
長
が
職
務
を
代
行
す
る
。

【
指
揮
命
令
の
順
位
】

本
部
長
に
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
本
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

【
災
害
対
策
本
部
の
設
置
場
所
及
び
代
替
対
応
拠
点
】

①
災
害
対
策
本
部
は
、
市
役
所
４
階
大
会
議
室
に
設
置
す
る
。

②
市
庁
舎
が
被
災
し
た
場
合
は
、
災
害
対
策
本
部
長
の
指
定
す
る
場
所
に
設
置
す
る
。

①
市
庁
舎
へ
の
送
電
が
停
止
し
て
い
る
場
合
は
、
市
庁
舎
の
非
常
用
発
電
機
に
よ
っ
て
電
力
を
確
保
す
る
。

②
非
常
用
発
電
機
に
よ
る
電
力
確
保
が
困
難
と
な
る
場
合
は
、
東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
株
）

の
移
動
式
電
源

車
等
に
よ
り
市
庁
舎
へ
直
接
配
電
を
依
頼
し
、
迅
速
な
電
力
供
給
に
努
め
る
。

③
非
常
用
発
電
機
に
か
か
る
燃
料
は
、
平
時
か
ら
適
切
に
貯
蔵
管
理
を
行
う
。

ま
た
、
発
災
後
、
稼
働
中
に
燃
料

不
足
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
災
害
時
応
援
協
定
事
業
者
（
見
附
石
油
組
合
）
へ
燃
料
供
給
を
依
頼
す
る
。

【
通
信
連
絡
手
段
】

固
定
電
話
、
携
帯
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
、
職
員
ポ
ー
タ
ル
な
ど
を
基
本
と
し
、
通
信
障
害
な
ど
が
発

生
し
た
際
は
、
衛
星
携
帯
電
話
を
使
用
す
る
。

【
IC

T
復
旧
】

総
務
部
情
報
シ
ス
テ
ム
班
は
、
発
災
後
速
や
か
に

IC
T
資
源
の
状
況
を
調
査
し
、
異
常
が
見
ら
れ
た
場
合
は
、

全
庁
へ
周
知
し
、
復
旧
に
努
め
る
。

第
１
順
位
：
副
市
長

第
２
順
位
：
企
画
調
整
課
長

第
３
順
位
：
総
務
課
長

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（基
幹
系

可
）
、
中
央
公
民
館

（基
幹
系

不
可
）
、
今
町
公
民
館

（
基
幹
系

不
可
）、

文
化
ホ
ー
ル

（基
幹
系

不
可
）総

合
体
育
館
、
妙
高
市
新
井
ふ
れ
あ
い
会
館
、
伊
達
市
梁
川
総
合
支
所

■
被
害
想
定
・
業
務
継
続
計
画
適
用
範
囲

【
被
害
想
定
】
新
潟
県
地
震
被
害
想
定
調
査
結
果

（
R

4
.3
）
右
表
の
と
お
り

【
適
用
範
囲
】
見
附
市
全
組
織

（
医
療
部
、
消
防
本
部
除
く
）

【
対
象
業
務
】
全
業
務
の
う
ち

非
常
時
優
先
業
務
の
選
定

【
対
象
期
間
】
発
災
か
ら
１
か
月
以
内

被
害
想
定
項
目

被
害
数
量

人
的
被
害

死
者

3
3
4
 人

負
傷
者

1
,9

4
7
 人

避
難
者

全
避
難
者

1
7
,2

8
2
 人

建
物
被
害

全
壊

5
,0

5
4
 棟

半
壊

5
,5

7
8
 棟

火
災

焼
失

2
,3

5
0
 棟

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

上
水
道

断
水
人
口

4
0
,0

7
8
 人

ガ
ス

供
給
停
止
戸
数

1
2
,2

3
6
 戸

電
気

停
電
軒
数

1
3
,4

6
6
 軒 出
典
：
新
潟
県
地
震
被
害
簡
易
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

見
附
市
役
所

震
度
６
強

長
岡
平
野
西
縁
断
層
帯
に
お
い
て
被
害
が
最
大
と
な
る
と
想
定
さ
れ
る

冬
期
深
夜
強
風
時
の
ケ
ー
ス
重
ね
合
わ
せ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果

■
業
務
継
続
体
制
の
発
動
・
解
除

【
発
動
権
限
者
】
災
害
対
策
本
部
長
（
市
長
）

【
発
動
要
件
】
①
震
度
５
強
以
上
の
地
震
発
生
且
つ
災
害
対
策
本
部
長
（
市
長
）
の
指
示
に
よ
り
、
業
務
継

続
体
制
を
発
動
す
る
。

②
市
域
内
に
大
き
な
被
害
が
発
生
し
た
場
合
、
又
は
行
政
機
能
に
甚
大
な
被
害
が
生
じ
た

場
合
に
災
害
対
策
本
部
長
（
市
長
）
が
業
務
継
続
体
制
の
発
動
を
指
示
す
る
。

【
解
除
要
件
】
①
災
害
対
策
本
部
長
（
市
長
）
は
、
本
市
に
お
け
る
全
て
の
通
常
業
務
が
再
開
し
た
と
き
、

又
は
非
常
体
制
（
非
常
時
優
先
業
務
）
の
必
要
性
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
業
務
継

続
体
制
の
解
除
を
宣
言
す
る
。



【
各
資
源
想
定
条
件
】

■
非
常
時
優
先
業
務

【
方
針
】
１
、
市
民
の
生
命
を
守
る
災
害
対
策
業
務
を
最
優
先
で
実
施

２
、
災
害
時
に
不
要
不
急
の
通
常
業
務
を
休
止

災
害
対
策
業
務

人
命
救
助
や
避
難
者
対
応
な
ど
、
災
害
対
応
と
し
て

行
う
業
務
（
災
害
時
に
お
い
て
発
生
す
る
業
務
）

優
先
通
常
業
務

通
常
業
務
の
う
ち
、
災
害
時
に
お
い
て
も
、
継
続
又
は
早

期
に
再
開
す
べ
き
業
務

（
休
止
す
る
こ
と
に
よ
り
市
民
生

活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
業
務
）

業
務
開
始

時
期

の
目
安

●
災
害
対
策
本
部
で
の
実
施

●
各
課
で
の
実
施

３
時
間

以
内

1
2
時
間

以
内

2
4
時
間

以
内

7
2
時
間

（
３
日
）

以
内

１
週
間

以
内

1
か
月

以
内

・
本
部
の
設
置
及
び
閉
鎖

・
指
定
避
難
所
の
開
設

・
愛
玩
動
物
に
関
す
る
こ
と

・
市
民
へ
の
広
報

・
職
員
の
被
災
・
参
集
状
況
の
把
握

・
防
災
会
議
及
び
防
災
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

・
シ
ス
テ
ム
・
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧

・
道
路
、
橋
梁
、
そ
の
他
土
木
施
設
の
被
害
調
査

及
び
２
次
災
害
対
策
、
道
路
啓
開
等

・
救
援
物
資
の
受
入
れ
及
び
配
付

・
飲
料
水
の
確
保
及
び
給
水

・
仮
設
ト
イ
レ
・
ト
イ
レ
ト
レ
ー
ラ
ー
配
備

・
他
自
治
体
、
民
間
企
業
等
応
援
職
員
の
受
援
調
整

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
現
地
本
部
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
準
備

・
仮
設
ト
イ
レ
の
設
置
企
業

・
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
調
整

・
保
健
衛
生
活
動

・
福
祉
避
難
所
開
設
、
運
営
及
び
閉
鎖

・
土
木
施
設
の
災
害
防
止
及
び
復
旧

・
治
山
、
砂
防
等
の
災
害
対
策
及
び
被
害
調
査

・
上
下
水
道
施
設
の
被
害
調
査
・
応
急
復
旧

・
被
災
者
生
活
再
建
支
援

・
遺
体
の
収
容
及
び
埋
火
葬

・
被
災
者
に
対
す
る
栄
養
指
導
、
被
災
者
の
精
神
保

健
指
導

・
学
校
教
育
確
保

（
学
校
等
教
育
・
保
育
の
再
開
検
討
）

・
建
築
物
、
宅
地
等
の
応
急
復
旧
及
び
危
険
度
判
定

・
応
急
仮
設
住
宅
（
建
設
、
入
居
開
始
）

・
義
援
金
の
受
入
れ
（
出
納
部
）

・
り
災
証
明
等
各
種
証
明
書
発
行

・
災
害
救
助
法
、
県
災
害
救
助
条
例
、
市
災
害
救
助

条
例
手
続
き

・
通
常
業
務
は
一
旦
休
止
と
し
、
災
害
対
応
を
優
先

・
被
災
程
度
、
市
民
生
活
へ
の
影
響
、
人
員
体
制
、
執
務

環
境
な
ど
を
考
慮
の
う
え
、
通
常
業
務
の
う
ち
、
休
止

す
る
こ
と
に
よ
り
市
民
生
活
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す

業
務
を
実
施
す
る
。

・
各
所
管
施
設
の
維
持
管
理

・
戸
籍
届
出
関
係
等
の
最
低
限
の
窓
口
業
務

・
消
火
、
救
急
、
救
助
等
（
救
急
救
助
）
活
動

・
市
民
の
生
命
・
安
全
確
保
に
関
す
る
業
務

（
医
療
、
健
康
等
）

・
市
立
病
院
管
理
運
営
の
継
続

・
住
民
票
・
戸
籍
等
そ
の
他
市
民
の
公
証
交
付
関
係
、

福
祉
関
係
業
務
等
の
最
低
限
必
要
な
窓
口
業
務
の
一
部
再
開
・
埋

火
葬
手
続
き
の
再
開

・
清
掃
並
び
に
塵
芥
及
び
し
尿
処
理

・
廃
棄
物
処
理
（
生
活
ゴ
ミ
収
集
開
始
）

・
市
役
所
の
サ
ー
バ
ー
状
況
の
確
認
を
行
い
、
各
種
証
明
等
の
コ
ン

ビ
ニ
交
付
の
復
旧
を
優
先
し
、
窓
口
機
能
の
段
階
的
復
旧
を
目
指

し
ま
す
。

・
保
健
福
祉
に
関
す
る
重
要
業
務
（
児
童
、
母
子
、
妊
婦
、

高
齢
者
、
障
が
い
者
等
の
生
活
支
援
等
）
の
再
開
・
家

庭
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
運
行

・
災
害
弔
慰
金
支
給

・
支
払
い
事
務

※
通
常
業
務
の
再
開
範
囲
拡
大

市 民 の 命 を 守 る 日 常 生 活 へ

の 復 帰

生 活 再 建

に 向 け て

６
時
間

以
内

・
被
害
状
況
の
収
集
、
集
計

・
要
配
慮
者
の
救
助

（
避
難
行
動
要
支
援
者
の
把
握
）

・
避
難
者
救
護

（
避
難
所
避
難
者
状
況
、
必
需
品
概
数
把
握
開
始
）

4
8
時
間

以
内

・
食
料
確
保
及
び
緊
急
炊
き
出
し

・
感
染
症
予
防
及
び
防
疫
対
策

通
勤
距
離
６
k
m
未
満

の
職
員

参
集
率
5
6％

参
集
者

約
5
1
0名

職
員
参
集
想
定

会
計
年
度
任
用
職
員

含
む
R7
職
員
数
9
0
6名

※
震
災
時
徒
歩
速
度

２
k
m
/
時
間
で
試
算

発
災
か
ら
３
日
以
内

の
参
集
に
つ
い
て
は

、
何
ら
か
の
不
確
定
要

素
を
考
慮
し
て
参
集

可
能

な
率

と
し

て
8
0％

を
乗
じ
る
。

業
務
資
源

被
害
想
定

主
な
対
応
内
容

職
員

○
本
人
又
は
家
族
の
被
災
や
家
屋
の
倒
壊
又
は
損
壊
、
救
出
・
救
助
活
動
の
協
力

等
に
よ
り
、
登
庁
で
き
な
い
職
員
が
発
生
。

○
道
路
の
損
壊
や
公
共
交
通
機
関
の
途
絶
等
に
よ
り
、
本
庁
舎
か
ら
概
ね

1
0
ｋ
ｍ

以
上
の
場
所
に
居
住
す
る
職
員
は
、
数
日
間
は
登
庁
で
き
な
い
状
況
が
発
生
。

○
発
災
が
勤
務
時
間
中
で
あ
る
場
合
は
、
負
傷
又
は
帰
宅
困
難
と
な
る
職
員
が
発

生
。

〇
1
0
k
m
未
満
に
居
住
す
る
職
員
は
、
概
ね

3
0
分
か
ら
５
時
間
程
度
で
登
庁

〇
登
庁
し
た
職
員
に
よ
り
災
害
状
況
把
握
、
避
難
者
対
応
な
ど
の
災
害
対
策
業
務

を
速
や
か
に
実
施

〇
参
集
状
況
に
よ
り
業
務
や
職
員
数
の
平
準
化
を
図
る
。

庁
舎

○
耐
震
改
修
工
事
に
よ
り
、
震
度
７
程
度
の
地
震
で
も
倒
壊
す
る
こ
と
は
考
え
に

く
く
、
庁
舎
そ
の
も
の
は
使
用
が
可
能
。

○
建
物
の
損
壊
状
況
や
危
険
度
か
ら
使
用
可
否
を
判
断
し
、
使
用
不
能
な
場
合
は
、

一
時
的
に
近
隣
施
設
を
拠
点
に
業
務
開
始

○
被
害
情
報
等
を
把
握
し
た
後
、
代
替
施
設
を
選
定
・
移
転
し
て
業
務
を
継
続

執
務
室

○
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
や
書
庫
の
転
倒
、
パ
ソ
コ
ン
・

F
A

X
 の

落
下
及
び
書
類
の
散
乱

等
が
発
生
。

〇
通
信
、
情
報
機
器
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
復
旧
し
、
情
報
収
集
が
可
能
に
な
る

よ
う
務
め
る
。

電
力

○
発
災
後
３
日
間
程
度
は
、
外
部
か
ら
の
電
源
供
給
は
な
い
。

〇
市
庁
舎
へ
の
送
電
が
停
止
し
て
い
る
場
合
は
、
市
役
所
の
非
常
用
自
家
発
電
機

に
よ
っ
て
電
力
を
確
保
す
る
。

〇
自
家
発
電
機
の
燃
料
消
費
を
抑
え
る
た
め
、
電
化
製
品
の
使
用
制
限
を
図
る

〇
非
常
用
発
電
機
に
よ
る
電
力
確
保
が
困
難
と
な
る
場
合
や
外
部
電
源
の
供
給
が

断
絶
さ
れ
た
場
合
は
、
東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
株
）

の
移
動
式
電
源
車
等
に

よ
り
市
庁
舎
へ
直
接
配
電
を
依
頼
し
、
迅
速
な
電
力
供
給
に
努
め
る
。

〇
非
常
用
発
電
機
に
か
か
る
燃
料
は
、
平
時
か
ら
適
切
に
貯
蔵
管
理
を
行
う
。

ま
た
、
発
災
後
、
稼
働
中
に
燃
料
不
足
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
災
害
時
応
援
協
定

事
業
者
（
見
附
石
油
組
合
）
へ
燃
料
供
給
を
依
頼
す
る
。

上
下
水
道

○
発
災
後
７
日
間
程
度
は
、
外
部
か
ら
の
上
水
道
の
給
水
が
な
く
、
下
水
道
は
被

災
し
排
水
が
で
き
な
い
。

〇
上
水
道
に
つ
い
て
は
、
給
水
車
に
よ
る
給
水
対
応
の
ほ
か
備
蓄
用
飲
料
水
に
よ

る
給
水
と
し
、
備
蓄
数
量
が
不
足
す
る
際
は
、
協
定
締
結
先
等
か
ら
の
物
資
供
給

を
手
配
す
る
。

〇
下
水
に
つ
い
て
は
、
排
水
を
制
限
す
る
。
ま
た
、
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
、
簡
易

ト
イ
レ
・
非
常
用
ト
イ
レ
袋
を
利
用
す
る
。

〇
市
所
有
ト
イ
レ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
活
用
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
災
害
派
遣
ト
イ

レ
ト
レ
ー
ラ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
派
遣
要
請
を
行
う
。

空
調
設
備

〇
空
調
の
利
用
は
で
き
な
い

〇
空
調
は
利
用
し
な
い

〇
備
蓄
資
機
材
の
移
動
式
ス
ポ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
や
石
油
ス
ト
ー
ブ
の
活
用
を
検
討

す
る
。

電
話
・
防
災
行
政
無
線

○
固
定
電
話
、
携
帯
電
話
と
も
発
災
後
、
輻
輳
（
ふ
く
そ
う
）
に
よ
り
５
日
間
程

度
は
接
続
し
に
く
い
。

輻
輳
：
集
中
し
て
混
乱
す
る

〇
通
常
の
通
信
手
段
（
固
定
・
携
帯
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
）
が
使
用
で
き
な

い
場
合
は
、
衛
星
携
帯
電
話
を
優
先
し
て
活
用

〇
通
信
事
業
者
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業
者
と
の
情
報
連
携
体
制
の
確
保

〇
庁
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、

N
T

T
東

日
本
新
潟
災
害
対
策
室
等
へ
移
動
式
基
地
局
や
衛
星
ス
タ
ー
リ
ン
ク
等
代
替
機

器
の
派
遣
要
請
を
行
う
。

電
子
メ
ー
ル

〇
職
員
メ
ー
ル
、
所
属
・
業
務
メ
ー
ル
は
、
通
信
事
業
者
回
線
が
被
災
し
対
外
的

な
メ
ー
ル
は
使
用
で
き
な
く
な
る
。

情
報
シ
ス
テ
ム

○
一
部
サ
ー
バ
に
障
害
が
発
生
。

○
電
算
機
室
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
保
管
し
て
あ
る
シ
ス
テ
ム
は
、
サ
ー
バ
等
が
被

災
し
て
い
な
け
れ
ば
３
日
程
度
で
復
旧
可
能

○
庁
内
パ
ソ
コ
ン
は
非
常
用
発
電
機
か
ら
電
源
供
給
さ
れ
る
た
め
、
一
部
の
機
器

の
み
使
用
可
能
。

〇
市

IC
T
－

B
C

P
に
基
づ
く
緊
急
時
対
応
計
画
や
手
順
に
よ
り
対
応

〇
重
要
な
シ
ス
テ
ム
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
に
よ
り
復
旧

通
勤
距
離
1
2k
m
未
満

の
職
員

参
集
率
6
6％

参
集
者

約
6
0
0名

通
勤
距
離
1
2k
m
以
上

の
職
員

参
集
率
7
3％

参
集
者

約
6
6
0名

通
勤
距
離
1
2k
m
以
上

の
職
員

不
確
定
要
素
な
し

参
集
率
1
0
0％

参
集
者

約
9
0
6名

（
全
職
員
）

※
前
倒
し
で
実
施
可
能
な
も
の
は
、
段
階
的
に
前
倒
し
で
実
施



見
附
市
業
務
継
続
計
画
（震

災
対
策
編
）【
概
要
】

■
職
員
の
参
集
予
測
と
災
害
対
策
本
部
必
要
な
人
員
数
（
令
和
７
年
度
職
員
数
等
で
試
算
）

民
生
部

不
足

福
祉
保
健
部

不
足

災
害
対
策
本
部

総
務
部

企
画
調
整
課

総
務
課

議
会
事
務
局

出
納
部

会
計
課

こ
ど
も
課

ま
ち
づ
く
り
課

市
民
税
務
課

教
育
総
務
課

学
校
教
育
課

健
康
福
祉
課

監
査
事
務
局

議
会
事
務
局

福
祉
保
健
部

健
康
福
祉
課

産
業
部

農
林
創
生
課

地
域
経
済
課

建
設
部

建
設
課
　

都
市
環
境
課

上
下
水
道
部

上
下
水
道
局

教
育
部

教
育
総
務
課

学
校
教
育
課

こ
ど
も
課

医
療
部

市
立
病
院

消
防
本
部

消
防
本
部

班
員

民
生
部

職
員
参
集
見
込
み
（
令
和
７
年
度
）

①
災
害
時
徒
歩
速
度
２

k
m

/時
間
と
し
、
参
集
時
間
を
算
出

②
発
災
か
ら

7
2
時
間
に
つ
い
て
は
、
不
確
定
要
素
と
し
て

8
0
％
、

7
2
時
間
以
降
は

1
0
0
％
と
し
て
算
出

③
民
生
部
及
び
福
祉
保
健
部
で
人
員
不
足
が
顕
著
で
あ
る
た
め
、
主
に
総
務
部
（
総
務
課
）
よ
り
動
員

等
の
業
務
調
整
を
図
り
、
業
務
の
平
準
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

■
業
務
継
続
計
画
の
推
進
（
実
効
性
を
高
め
る
全
庁
的
な
取
り
組
む
）

●
市
の
業
務
継
続
力
を
向
上
し
、
非
常
時
優
先
業
務
の
実
効
性
を
高
め
て
い
く
た
め
、
業
務
継
続
計
画
を
継
続

的
に
改
善
す
る
体
制
を
全
庁
的
に
推
進
す
る
。

■
業
務
継
続
計
画
の
更
新

●
業
務
継
続
計
画
、
非
常
時
優
先
業
務
に
つ
い
て
は
、
災
害
対
応
訓
練
を
踏
ま
え
課
題
の
抽
出
を
行
い
計
画
に

反
映
さ
せ
、
速
や
か
に
各
所
属
へ
周
知
す
る
こ
と
す
る
。

各
所
属
周
知

災
害
対
応
訓
練

訓
練
の
検
証

課
題
の
抽
出

見
附
市
の

業
務
継
続
力
向
上

P
la
n

D
o

C
h
e
c
k

A
c
ti
o
n

業
務
継
続
計
画

非
常
時
優
先
業
務
策
定

業
務
継
続
計
画
見
直
し

非
常
時
優
先
業
務
見
直
し

職
員
参
集
率
56
％

職
員
参
集
率
66
％

職
員
参
集
率
73
％

職
員
参
集
率
10
0％


